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刑事司法に係る関係機関の役割と実際
「更生保護」

更生保護マスコットキャラクター
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更生保護とは
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更生保護の成り立ち
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更生保護に関する組織

保護司選考会
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更生保護の組織理念



刑事司法手続の流れ
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地方更生保護委員会・保護観察所の主な業務
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保護観察所の主な業務
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保護観察所の主な業務
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保護観察官・保護司
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矯正施設入所中の者に対する生活環境の調整のイメージ
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受刑者等のうち、適当な帰住先が確保されていない高齢者又
は障害のある者等が、矯正施設出所後に、福祉サービスを円
滑に利用できるようにするため、矯正施設、地方更生保護委員
会、保護観察所、地域生活定着支援センター等の関係機関
が連携して、矯正施設在所中から必要な調整を行い、出所後
の支援につなげるもので、生活環境の調整の一つ

矯正施設入所中の者に対する
生活環境の調整の一つとしての特別調整



A県刑務所・少年院 A県保護観察所
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医療機関

Ａ県福祉等実施機関
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情報の提供

連絡・調整

社会福祉士等に
よる調査

指定更生保護施設

一時的受入れに
向けた調整
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調整の対象
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協力依頼

連絡・調整

連絡・調整

連携 ① 高齢（おおむね６５
歳以上）又は身体障害，
知的障害若しくは精神
障害があること
② 釈放後の住居がない
こと
③ 福祉サービス等を受
ける必要があると認め
られること
④ 円滑な社会復帰のた
めに特別調整の対象と
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られること
⑤ 特別調整を希望して
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⑥ 個人情報の提供に同
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本人が他県への帰住を
希望した場合

連絡・調整

本人が他県への帰住を
希望した場合

年金事務所

生活環境の調整の一つとしての特別調整のイメージ



勾留中の被疑者に対する生活環境の調整等

○ 「更生緊急保護の重点実施等」を法定化等したもの

 ※「更生緊急保護の重点実施等」とは、起訴猶予者等につい
て、検察庁、保護観察所、地域生活定着支援センター等が
 連携し、一定の期間重点的な生活指導等を行い、福祉サー
ビス等に係る調整や就労支援等の社会復帰支援を内容とす
るもの。

○ 保護観察所から定着センターへの協力依頼

 保護観察所は、①高齢又は障害により自立した生活を営む上
で、福祉サービス等を受けることが必要と認められ、②福祉
サービス等の調整に必要な範囲で個人情報の提供の同意がある
場合には、自庁に対応する定着センターに協議等の上、支援協
力等依頼書及び事前相談表の写しを送付するなどして、釈放前
の福祉サービスの調整等について協力依頼を行うことができる。



勾留中の被疑者に対する生活環境の調整等

○ 他の保護観察所管内への帰住を希望する場合の対応

 所在地の保護観察所は、帰住希望地の保護観察所と協議の上、
 必要と認める場合は、所在地の保護観察所に対応する定着セン
ターに対し、帰住希望地に対応する定着センターとの支援実施
に係る調整を依頼する。

○ 更生緊急保護における定着センターへの協力依頼

 保護観察所は、①高齢又は障害により、自立した生活を営む
 上で、福祉サービスを受けることが必要であり、定着センター
 と連携した支援を行うことが適当と認められ、②本人が定着セ
ンターと連携した支援を受けることを希望し、必要な範囲で個
人情報の提供に同意している場合には、同意書を徴し、定着セ
ンターに対し、支援対象者個人票や同意書を添付の上、必要な
福祉サービス受給のための調整や受給後の継続的な支援等に係
る支援協力等依頼書を送付する。



更生緊急保護の概要



ダルク等
民間支援団体

居住支援法人

保健・
福祉機関

更生保護
民間協力者

医療機関

更生保護
施設等

金品給貸与・宿所供与について
特に必要があるとき更に６月

生活指導、生活環境の調整
等について特に必要があるとき

更に１年6月

地域支援への
円滑な移行

地域支援ネット
ワークの構築

「息の長い」
支援へ

保護観察所

刑執行終了者等に対する援助

（更生緊急保護を補完）

更生緊急保護
原則釈放後６月

支援対象者

切れ目のない
支援の実施

勾留中の被疑者に
対する生活環境調整

刑事施設等収容中の
更生緊急保護の申出

相談

・支援対象者
（元保護観察対象者等）
・地域住民等

・支援対象者への支援
・支援者への支援
・関係機関等との連携・
ネットワーク構築

更生保護に関する
地域援助

地域とともに歩み、地域に貢献する更生保護 17

【改正更生保護法による刑事手続の入口から出口・地域までのシームレ
スな支援の推進】

改正後の更生保護法等に基づく更生緊急保護等
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